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設計・施工技術向上支援事業助成金交付要綱 

 

（制定）令和５年１月 30日付４都環公地温第 2637号理事長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、設計・施工技術向上支援事業助成金実施要綱（令和４年 12月 26日

付４環気環第 229 号。以下「実施要綱」という。）第５条第３項に基づき、公益財団法

人東京都環境公社（以下「公社」という。）が事務を執行する設計・施工技術向上支援

事業（以下「本事業」という。）における助成金（以下「本助成金」という。）の交付に

関する必要な手続等を定め、業務の適正かつ確実な執行を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、実施要綱第３条に定めるとおりとする。 

なお、同条第３項に定める誘導基準等の詳細は、別表１「誘導基準等」に記載のとお

りとする。 

 

（助成対象者） 

第３条 本助成金の交付対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、実施要綱第４

条第１項に規定するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものであること。 

一 都内に本店又は支店を有さないもの 

二 第６条に定める交付申請を行う日が属する年度の４月１日から遡って３年の間のい

ずれにおいても、都内において中小規模特定建築物等を供給した実績を有さないもの 

三 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「暴排条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

四 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する

暴力団関係者をいう。以下同じ。） 

五 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力

団員等に該当する者があるもの 

六 民事再生法（平成 11年法律第 225号）又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）

による申立て等、次条に定める助成対象事業の継続性について不確実な状況が存在す

るもの 

七 過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他公的資金の交

付先として社会通念上適切でないと認められるもの 

 

（助成対象事業） 
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第４条 本助成金の交付対象となる事業は、実施要綱第４条第２項に定める取組とする。 

 

（助成対象経費） 

第５条 本助成金の交付対象となる経費は、実施要綱第４条第３項に定める経費であっ

て、次の各号に適合するものとする。 

一 助成対象事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費 

二 助成期間内に契約、取得、実施及び支払が完了する経費 

三 助成対象の使途、単価、規模等の確認が可能かつ本事業に係るものとして明確に区

分できる経費 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金交付申請を行おうとする者（以下「交付申請者」という。）は、公社が別

に定める助成金交付申請期間内に、助成金交付申請書（第１号様式）、誓約書（第２号

様式）及び別表２に掲げる書類を公社に提出することにより、交付申請を行わなければ

ならない。 

２ 前項の規定による申請は、先着順に受理するものとし、受理した申請に係る本助成金

の交付額の合計が公社の予算の範囲を超えた日（以下「予算超過日」という。）をもっ

て、申請の受理を停止する。 

３ 前項の規定にかかわらず、予算超過日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請

のうち、予算残額を超えない申請案件について抽選を行い、受理した申請に係る本助成

金の交付額の合計が公社の基金を超えない範囲で受理するものを決定する。 

４ 公社が受付した申請書類に不備がある場合において、交付申請者に公社が修正を求め

た日の翌日から起算して３ヶ月以内に交付申請者が当該不備の修正を行わないときは、

その申請が撤回されたものとみなす。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 公社は、前条の規定により交付申請を受けた場合は、当該交付申請の内容につい

ての書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、本助成金の交付又は不交付の決

定を行う。 

２ 公社は前条の交付申請をした交付申請者に対し、前項の決定において、本助成金を交

付する場合にあっては助成金交付決定通知書（第３号様式）により、不交付とする場合

にあっては助成金不交付決定通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第８条 公社は前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的

を達成するため、同条第２項の規定により本助成金の交付決定の通知を受ける者（以下
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「被交付者」という。）に対し、交付の条件として次に掲げる条件を付すものとする。 

一 被交付者は、公社が本事業の目的を達成するために現地調査等を行う場合はこれに

協力するとともに、公社が必要な資料及び情報を求めたときは公社の指定する期日ま

でに公社に提供すること。 

二 被交付者は、助成対象経費について本助成金以外に、国、都又は公社の補助金の交

付を受け補助事業を行う者から、本事業と事業目的及び対象を同一とする補助金等を

受給しないこと。 

三 被交付者は、助成事業の実施に当たり、前２号のほか、この要綱その他法令の規定

を遵守すること。 

２ 公社は前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たり、前項に掲げるもののほ

か、被交付者に対し、本事業の目的を達成するためその他公社が必要と認める条件を付

すことができるものとする。 

 

（契約等） 

第９条 被交付者は、助成事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約を行う場合は、入

札、複数者からの見積書の徴収又はその他の方法により、競争に付さなければならない。

ただし、当該助成金の運用上、競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合等、公

社が認めた場合はこの限りでない。 

 

（申請の撤回） 

第 10条 被交付者は、第７条第１項の規定による交付決定の内容又はこれに付された条

件に異議があるときは、同条第２項の助成金交付決定通知書を受領した日の翌日から起

算して 14日以内に、助成金交付申請撤回届出書（第５号様式）を公社に提出し、交付

申請の撤回をすることができる。 

 

（助成事業の承継） 

第 11条 助成事業の実施期間中に、被交付者が変更された場合において、その変更によ

り事業を承継した者（以下「承継者」という。）が当該助成事業を継続して実施しよう

とするときは、承継者は、助成事業承継承認申請書（第６号様式）を公社に提出しなけ

ればならない。 

２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、承継者が当該助成事業を継続して実

施することの承認又は不承認を決定し、助成事業承継（承認・不承認）通知書（第７号

様式）により、承継者へ通知する。 

３ 前項において、公社が助成事業の承継を承認した場合は、本助成金の交付に伴う全て

の条件及び義務は承継者に移転するものとし、この要綱上「被交付者」とあるのは「承

継者」と読み替えて、各規定を適用する。 
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（事情変更による交付決定の取り消し等） 

第 12条 公社は、本助成金の交付の決定をした後、天災地変その他交付決定の後に生じ

た事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合において

は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付し

た条件を変更することができる。ただし、助成対象事業のうち既に経過した期間に係る

部分については、この限りではない。 

 

（被交付者情報の変更に伴う届出） 

第 13条 被交付者は、個人にあっては住所等、法人にあっては名称、代表者の氏名及び

主たる事業所の所在地を変更した場合は、速やかに被交付者情報の変更届出書（第８号

様式）を公社に提出すること。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第 14条 被交付者は、第７条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部

又は一部について、第三者に対して譲渡をし、又は承継（第 11条に規定する承継を除

く。）をさせてはならない。ただし、公社の承認を事前に得た場合はこの限りではな

い。 

 

（助成事業の廃止） 

第 15条 被交付者は、助成事業を廃止しようとするときは、速やかに助成事業廃止届出

書（第９号様式）を公社に提出しなければならない。 

 

（助成事業の変更） 

第 16条 被交付者は、助成事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ助成事業

変更申請書（第 10号様式）を公社に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽

微な変更の場合を除く。 

一 事業目的に変更をもたらすものではなく、かつ、被交付者の自由な創意により、よ

り能率的な事業目的達成に資するものと考えられる場合 

二 事業目的及び事業効果に影響を与えない事業計画の細部の変更である場合 

２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、助成事業変更の承認又は不承認を決

定し、助成事業変更（承認・不承認）通知書（第 11号様式）により、被交付者へ通知

する。 

なお、被交付者が助成対象経費を第７条第１項の規定により交付を決定した金額より

も減額した額に変更した場合は、その変更後の額を交付決定額とする。ただし、助成対

象経費の増額は承認しないものとする。 
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３ 公社は、前項において承認をした場合は、必要に応じ第７条第１項の規定による交付

決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。 

 

（実績の報告） 

第 17条 被交付者は、第６条第１項の規定による交付申請において提示した助成事業

が完了した日から 60 日以内に、助成事業実績報告書兼助成金交付請求書（第 12号様

式）及び別表３に掲げる書類を公社に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による提出について、天災地変その他被交付者の責に帰すことができない

と公社が認める場合は、公社が認める期限までに行うものとする。 

 

（助成金額の確定及び交付） 

第 18条 公社は、前条第１項の規定による提出を受けた場合、その内容について書類審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該助成事業の内容が第７条第１項の規定

による交付決定の内容及び第８条によりこれに付した条件等に適合すると認めたとき

は、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに助成金確定通知書（第 13号様式）によ

り当該被交付者に通知し、本助成金を支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 19条 公社は、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第７条第１項の規

定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

一 偽りその他不正の手段により本助成金の交付の決定を受けたとき。 

二 助成金を他の用途に使用したとき。 

三 交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反し、又はこの要綱に基

づく公社の請求に応じなかったとき。 

四 被交付者（法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構

成員を含む。）が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。 

２ 公社は、前項の規定による取り消しをしたときは、速やかに当該取消に係る当該被交

付者に助成金交付決定取消通知書（第 14号様式）により通知するものとする。 

 

（本助成金の返還） 

第 20条 公社は、第 12条又は前条第１項の規定による取消しを行った場合において、既

に交付を行った本助成金があるときは、被交付者に対し、助成金返還請求通知書（第 15

号様式）により期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

２ 被交付者は、前項の規定により本助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指定す

る期限までに、当該助成金を公社に返還しなければならない。 

３ 被交付者は、前項の規定により本助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還
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報告書（第 16号様式）を提出しなければならない。 

 

（違約加算金） 

第 21条 公社は第 19条第１項の規定による取消しを行った場合において、被交付者に対

し、本助成金の受領の日から納付の日までの日数（公社の事務処理に係る期間として公

社が認める日数を除く。）に応じ、返還すべき額につき年 10.95 パーセントの割合を乗

じて計算した違約加算金を請求するものとする。 

２ 被交付者は、前項の規定による違約加算金の請求を受けたときは、公社が指定する期

限までにこれを公社に納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第 22条 公社は、被交付者に対し、第 20条第１項の規定により本助成金の返還を請求し

た場合であって、被交付者が、公社が指定する期限までに当該返還額（違約加算金があ

る場合には当該違約加算金を含む。）を納付しなかったときは、当該被交付者に対し、

納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年 10.95パーセントの

割合を乗じて計算した延滞金を請求するものとする。 

２ 被交付者は、前項の規定による延滞金の請求を受けたときは、公社が指定する期限ま

でにこれを公社に納付しなければならない。 

 

（他の助成金等の一時停止等） 

第 23条 公社は、被交付者に対し、第 20条第１項、第 21条第１項及び前条第１項の規

定による請求をしたにもかかわらず、当該被交付者が当該助成金、違約加算金又は延滞

金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき

助成金その他の給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一部停止し、又は

当該給付金と未納付額を相殺するものとする。 

 

（助成事業の経理） 

第 24条 被交付者は、助成事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整

備しなければならない。 

２ 被交付者は、前項の書類を第 17条第１項に規定する助成事業実績報告書を提出した

日の属する年度の終了の日から５年間保存しておかなければならない。 

 

（調査等） 

第 25条 公社は、本事業の適切な遂行を確保するために必要があると認めるときは、被

交付者に対し、助成事業に関する報告を求め、被交付者の事業所等に立ち入り、帳簿書

類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。 
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２ 被交付者は、前項の規定による報告の徴収、事業所等への立入り、物件の調査又は関

係者への質問を受けたときは、これに応じなければならない。 

 

（指導・助言） 

第 26条 公社は、本事業の適切な執行のため、被交付者に対し、必要な指導及び助言を

行うことができる。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 27条 公社は、本事業の実施に関して知り得た被交付者等に係る個人情報について

は、本事業の目的を達成するために必要な範囲において、都に提供するほか、国及び他

の地方公共団体が行う補助金等の交付事業に関わる目的にのみ使用する。 

２ 公社は、本助成金の交付額の算定その他本事業の目的を達成するために必要な範囲に

おいて、被交付者が国、地方公共団体等から交付される補助金その他の給付金の額に係

る情報を国、地方公共団体等と協議の上、当該国、地方公共団体等から収集することが

できる。 

３ 前２項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た被

交付者等の個人情報について、本人の承諾なしに、第三者に提供し、又は第三者から収

集してはならない。 

 

（その他） 

第 28条 この要綱に定めるもののほか、本事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要

な事項は、公社が別に定める。 

２ 本事業に係る都から公社への事務費補助期間の終了後は、この要綱において公社が行

うこととされている各手続等については、都が行うものとする。 

 

  附 則（令和５年１月 30日付４都環公地温第 2637号） 

この要綱は、令和５年１月 30日から施行する。 
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別表１ 誘導基準等 

 

１ 省エネルギー性能誘導基準 

（１）中小規模特定建築物（住宅の用途に供する部分に限る。）における省エネルギー性

能誘導基準 

 建築物の熱負荷の低減に関す

る基準 

設備システムのエネルギー利

用の低減に関する基準 

規
格
住
宅 

① 分譲型 

外皮平均熱貫流率が 0.60 以

下であること。 

住宅用途ＢＥＩ(※1)が 0.80

以下であること。 

② 請負型 
住宅用途ＢＥＩが 0.75 以下

であること。 

③ 長屋又は共

同住宅 

住宅用途ＢＥＩが 0.80 以下

であること。 

④ 住宅その他これに

類するもの（①～③を除

く。） 

外皮平均熱貫流率が 0.60 以

下であること又は住宅部分の

外壁、窓等を通しての熱の損

失の防止に関する基準及び一

次エネルギー消費量に関する

基準（平成二十八年国土交通

省告示第二百六十六号。以下

「住宅仕様基準」という。）第

一項⑴、⑵及び⑶イに適合す

ること。 

住宅用途ＢＥＩが 0.80 以下

であること又は住宅部分の外

壁、窓等を通しての熱の損失

の防止に関する誘導基準及び

一次エネルギー消費量に関す

る誘導基準（令和四年国土交

通省告示第 1106 号）第一項

⑴、⑵及び⑶イに適合するこ

と。 

 

（２）中小規模特定建築物（住宅以外の用途に供する部分に限る。）における省エネルギ

ー性能誘導基準 

 建築物の熱負荷の低減に関す

る基準 

設備システムのエネルギー利

用の低減に関する基準 

事務所等、学校等又

は工場等の用途に供

する部分 
ＢＰＩ(※2)が 1.0 以下である

こと。 

非住宅用途ＢＥＩ(※3)が 0.80

（当該中小規模特定建築物の

延べ面積が三百平方メートル

以上である場合は 0.60）以下で

あること。 
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ホテル等、病院等、百

貨店等、飲食店等又

は集会所等の用途に

供する部分 

ＢＰＩが 1.0 以下であるこ

と。 

非住宅用途ＢＥＩが 0.80（当該

中小規模特定建築物の延べ面

積が三百平方メートル以上で

ある場合は 0.70）以下であるこ

と。 

 

※１ 住宅用途ＢＥＩとは次のいずれかの値をいう。ただし、表１の①から③まで欄に掲

げる用途に供する建築物の場合にあっては、(ア)の値をいう。 

(ア) 建築物の設計一次エネルギー消費量（建築物エネルギー消費性能基準等を定める

省令（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省令」とい

う。）第１条第１項第１号イに規定するものをいい、基準省令第４条中ＥＭを加える

部分を除いて算出したものをいう。以下この項において同じ。）を基準一次エネル

ギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定するものをいい、基準省令第５

条中ＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。以下この項において同じ。）で

除して得た値をいう。ただし、表１①から③までの欄における住宅用途ＢＥＩは、

特定供給事業者が、１年間に都内において新たに建設し、又は新築する同表①から

③までの欄に掲げる各用途に供する建築物に係る設計一次エネルギー消費量の合計

を当該建築物に係る基準一次エネルギー消費量の合計で除して得た値とする。 

(イ) 建築物の一次エネルギー消費量モデル住宅（国土交通大臣が設備に応じて住宅部

分の一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な住宅であると認めるものを

いう。以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消費量モデ

ル住宅の基準一次エネルギー消費量で除して得た値をいう。 

 

※２ ＢＰＩとは、次のいずれかの値をいう。 

(ア) 建築物の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が５メート

ル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋

内の空間をいう。以下同じ。）の年間熱負荷（基準告示第一 三に定めるところに

より求めたものをいう。以下同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合計（単位 平方

メートル）で除して得た値を、用途及び地域の区分に応じた基準省令別表第二に掲

げる数値で除して得た値とする。ただし、同表に掲げる用途のうち２以上の用途に

供する部分を含む場合にあっては、当該部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷

の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値を、用途及び地域の区

分に応じた同表に掲げる各数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均し

た数値で除して得た値とする。 

(イ) 建築物の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物（非住宅部分の形状を単純化した

建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交
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通大臣が認めるものをいう。以下同じ。）の屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲

空間の床面積の合計（単位 平方メートル）で除して得た値を、用途及び地域の区

分に応じた基準省令別表第二に掲げる数値で除して得た値とする。ただし、同表に

掲げる用途のうち２以上の用途に供する部分を含む場合にあっては、年間熱負荷モ

デル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の

床面積の合計で除した数値を、用途及び地域の区分に応じた同表に掲げる各数値を

各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値で除して得た値とする。 

(ウ) 基準省令第十条第一号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる

方法と認める方法において算出されるＢＰＩの値 

 

※３ 非住宅用途ＢＥＩとは、次のいずれかの値をいう。 

(ア) 建築物の設計一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定する

ものをいい、基準省令第２条中ＥＭを加える部分を除いて算出したものをいう。以

下同じ。）を基準一次エネルギー消費量（基準省令第１条第１項第１号イに規定す

るものをいい、基準省令第３条中Ｂを乗じる部分及びＥＭを加える部分を除いて算

出したものをいう。以下同じ。）で除して得た値とする。 

(イ) 建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物（国土交通大臣

が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると

認めるものをいう。以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギ

ー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量で除して得た値とする。 

(ウ) 基準省令第１条第１項第１号の国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価

できる方法と認める方法において算出されるＢＥＩの値 

 

２ 再生可能エネルギー利用設備設置誘導基準 

５キロワット（分譲型一戸建て規格住宅の用途に供するものにあっては４キロワッ

ト）の定格出力を備えた太陽光発電設備が設置可能であることをいう。 

 

３ 電気自動車充電設備整備誘導基準 

次の各号に掲げる中小規模特定建築物の区分に応じて、当該各号に定めるとおり整備

することをいう。 

（１）一戸建ての住宅 当該駐車施設の一以上の区画にＶ２Ｈ（電気自動車等に搭載され

た電池から電力を給電するための直流／交流変換回路を持つ充電設備で、充電コネク

ター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。以下同じ。）を整備するこ

と。 

（２）前号以外の中小規模特定建築物 次のア又はイのいずれかに定めるとおりとする。 

ア 当該駐車施設の一以上の区画にＶ２Ｈを整備すること。 
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イ ５以上の区画を有する駐車施設がある場合にあって、当該駐車施設の区画の数に

百分の二十を乗じて得た値（その値に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた値。本項において同じ。）以上の区画に電気自動車充電設備を整備し、かつ、

当該駐車施設の区画の数に百分の五十を乗じて得た値から電気自動車充電設備を整

備する区画の数を減じた値以上の区画に電気自動車充電設備のために使用する配管

等を整備すること。 

 

４ その他中小規模特定建築物に起因する環境への負荷の低減を図るために必要な措置 

別に定める「配慮すべき事項」に関る措置であり、環境への負荷の低減の効果が認め

られるものをいう。 
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別表２ 交付申請に必要な提出書類（第６条関係） 

No. 提出書類 備考 

１ 発行後、３か月以内の登記簿謄本(現在事項全部証明書) 

個人事業主の場合は都内税務署へ提出した個人事業の開

業届の写し 

 

２ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し 

その他業種に係る営業に必要な許可等を取得しているこ

とが分かる書類 

 

３ 見積書  

４ その他公社が求める書類  

 

別表３ 実績報告時に必要な提出書類（第 17条関係） 

No. 提出書類 備考 

１ 経理関係書類 領収書、請求書 

２ その他公社が求める書類  

 


